
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ　

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公
枢
密
参
議
官　

ハ
レ
大
学
初
代
カ
ン
ツ
ラ
ー　

一
六
九
二
年
没
（
川
又
）

（
三
六
九
）

フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ　

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公
枢
密
参
議
官　

ハ
レ
大
学
初
代
カ
ン
ツ
ラ
ー　

一
六
九
二
年
没

ヨ
ハ
ン
・
マ
テ
ィ
ア
ス
・
シ
ュ
レ
ッ
ク

川　

又　
　
　

祐　
　

訳

こ
の
偉
大
な
る
人
物
は
、
フ
ラ
ン
ケ
ン
に
お
け
る
貴
族
の
家
系
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
の
家
系
は
、
同
地
で
八
〇
〇
年
来
栄
え
て
お
り
、

き
わ
め
て
有
力
な
官
職
を
つ
か
さ
ど
っ
て
、
数
多
く
の
分
家
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
自
分
の
母
親
を
通
じ
て
彼
は
、
シ
ュ
マ
ル
カ
ル
デ
ン

戦
争
の
有
名
な
将
軍
ゼ
バ
ス
ト
・
シ
ェ
ル
テ
ル
ン
（S

ebast. S
cherteln

）
の
系
統
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、

一
六
二
六
年
一
二
月
二
〇
日
、
ヘ
ア
ツ
ォ
ー
ゲ
ン
・
ア
ウ
ラ
ハ
（H

erzogen-A
urach

）
に
誕
生
し
た
。
彼
の
父
親
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ル
ー
ト

翻　

訳

五
七
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ヴ
ィ
ヒ
（Joachim

 L
udw

ig

）
は
、
ヘ
ア
ツ
ォ
ー
ゲ
ン
・
ア
ウ
ラ
ハ
の
地
方
長
官
（L
andeshauptm

ann

）
で
、
同
時
に
バ
ン
ベ
ル
ク
司
教
の

主
馬
頭
（S

tallm
eister

）
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
軍
に
従
軍
し
、
一
六
四
二
年
、
命
を
落
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
の
息

子
は
、
大
部
分
、
母
親
の
監
督
下
で
育
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
、
コ
ー
ブ
ル
ク
、
ミ
ュ
ー
ル
ハ
ウ
ゼ
ン
そ
し
て
エ
ア
フ
ル
ト
で

師
を
得
て
、
一
〇
歳
に
し
て
二
つ
の
学
術
語
お
よ
び
ヘ
ブ
ラ
イ
語
に
つ
い
て
相
当
の
知
識
を
獲
得
し
た
。
そ
の
後
彼
は
、
ゴ
ー
タ
公
エ
ル

ン
ス
ト
敬
虔
公
（H

erzog von G
otha, E

rnst der F
rom

m
e

）
と
知
り
合
い
、
公
は
彼
に
、
一
六
三
九
年
か
ら
コ
ー
ブ
ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ

ム
で
教
育
を
受
け
さ
せ
て
、
ゴ
ー
タ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
へ
連
れ
て
き
た
。
も
う
一
人
の
重
要
な
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、

陸
軍
大
将
モ
ル
テ
ー
ン
（G

eneral M
ortaigne

）
を
得
た
。
彼
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
大
学
に
通
わ
せ
、
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
は
三
年
間
を
そ
こ
で
過
ご
し
た
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
を
再
び
去
っ
た
と
き
、
二
〇
歳
そ
こ
そ
こ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
ま
で
、
市
民

の
出
自
を
も
つ
人
物
と
同
様
に
、
貴
族
に
必
要
と
さ
れ
る
見
事
な
ほ
ど
の
勤
勉
さ
で
、
勉
強
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
彼
は
、
自
分
の

家
系
、
す
な
わ
ち
彼
の
祖
先
た
ち
に
よ
る
功
績
を
想
起
し
て
も
ら
う
こ
と
を
通
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
学
識
と
分
別
を
通
し

て
、
名
誉
職
や
公
式
の
報
酬
〔
を
得
る
〕
権
利
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
当
時
、
す
ぐ
に
こ
れ
ら
を
手
に
入
れ
た
。
ヘ
ッ

セ
ン
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ッ
ト
方
伯
（L

andgraf von H
essendarm

stadt

）
は
な
る
ほ
ど
、
彼
を
自
分
の
親
衛
隊
准
士
官
（zum

 F
ähnrich bey 

seiner L
eibw

ache

）
に
任
命
し
た
。
だ
が
モ
ル
テ
ー
ン
は
、
こ
の
仕
官
が
彼
の
才
能
に
と
っ
て
満
足
の
い
く
活
動
場
所
で
は
な
い
と
判
断

し
た
。
そ
こ
で
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
そ
れ
を
断
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
旧
く
か
ら
の
恩
人
で
あ
る
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
、

彼
を
自
分
の
参
議
官
（R

athe

）、
そ
し
て
小
姓
（H

ofjunker

）
に
し
た
。
多
く
の
理
由
か
ら
賢
明
な
る
人
と
呼
ば
れ
た
り
、
敬
虔
な
る
人

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
、
こ
の
有
名
で
尊
敬
す
べ
き
君
主
は
、
こ
の
若
い
貴
族
を
あ
ま
り
に
早
く
か
ら
仕
事
に
巻
き
込
む

五
八
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つ
も
り
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
信
心
と
博
識
の
学
び
舎
で
あ
っ
た
エ
ル
ン
ス
ト
公
宮
廷
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
自
身
に
と
っ
て
も
そ
う
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
、
す
べ
て
の
仕
事
か
ら
自
由
に
さ
せ
て
お
き
、
学
問
に
専
念
さ
せ
た
。
エ

ル
ン
ス
ト
公
は
、
時
間
を
こ
う
し
た
意
図
に
用
い
る
た
め
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
時
間
を
割
り
振
っ
た
。
そ
し
て
毎
日
曜
、
ゼ
ッ
ケ
ン

ド
ル
フ
は
エ
ル
ン
ス
ト
公
に
、
有
益
な
も
の
を
読
ん
だ
こ
と
を
説
明
し
て
、
そ
れ
ら
に
関
す
る
自
分
の
意
見
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
し
て
時
と
し
て
、
宮
廷
法
、
国
家
法
の
疑
問
に
答
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
君
侯
図
書
館
の
利
用
と
、
エ
ル
ン
ス

ト
公
参
議
官
た
ち
と
の
有
益
な
交
流
と
が
付
け
加
わ
っ
た
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
、
こ
う
し
た
ま
れ
な
、
そ
し
て
徹
底
的
な
や
り
方
に
よ
っ
て
心
構
え
が
で
き
あ
が
っ
た
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
、

彼
に
国
事
に
関
心
を
抱
か
せ
た
。
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
一
六
四
八
年
に
彼
を
自
分
の
侍
従
（C

am
m
erherr

）
に
任
命
し
た
。
そ
し
て
彼
を
数

回
、
公
使
と
し
て
派
遣
し
た
。
そ
の
三
年
後
、
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
（geheim

es R
athscollegium

）
の
四
人
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
試

験
の
後
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
彼
に
枢
密
ラ
ー
ツ
コ
レ
ギ
ウ
ム
に
お
け
る
役
職
を
与
え
た
。
彼
の
官
吏
と
し
て
の
能
力
を
正
確
に
評
価
し
て
、

そ
し
て
彼
の
任
用
を
有
益
に
利
用
す
る
こ
と
を
心
得
て
い
た
ま
さ
に
こ
の
主
君
は
、
そ
れ
に
続
い
て
自
分
の
御
料
地
（C

am
m
ergüter

）

の
監
督
を
彼
に
委
ね
た
。
そ
し
て
つ
い
に
エ
ル
ン
ス
ト
公
は
、
彼
を
自
分
の
カ
ン
ツ
ラ
ー
（C

anzler

）
に
選
任
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
六
六
三
年
、
彼
を
ラ
ン
デ
ス
コ
レ
ギ
ウ
ム
（L

andescollegien
）
の
頂
点
に
据
え
た
。
そ
れ
よ
り
前
に
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
公
（H

erzog 

von A
ltenburg

）
も
ま
た
イ
エ
ナ
宮
廷
裁
判
官
（H

ofrichter zu Jena
）
の
職
を
彼
に
依
頼
し
た
。

彼
の
才
能
に
は
到
達
し
え
な
い
と
て
も
沢
山
の
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
に
対
す
る
多
く
の
職
務
や
仕
事
が
多
す
ぎ
る
と
考
え
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
私
た
ち
が
日
々
見
て
い
る
よ
う
に
、
沢
山
の
人
た
ち
は
、
よ
り
多
く
の
仕
事
を
求
め

た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ま
さ
に
、
特
別
の
勤
め
を
通
じ
て
増
や
さ
れ
た
こ
う
し
た
〔
仕
事
の
〕
過
剰
さ
こ
そ
が
、
他
の
原
因
と
合
わ
せ
て
、

五
九
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ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
軽
減
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
行
動
理
由
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
誠
実
な
人
間
が
自

ら
に
命
ず
る
忠
実
さ
を
も
っ
て
し
て
も
、
と
て
も
多
く
の
勤
め
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
彼
が
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

一
六
六
四
年
、
こ
れ
ら
を
辞
職
し
た
後
、
彼
は
ザ
ク
セ
ン
・
ツ
ァ
イ
ツ
の
モ
ー
リ
ッ
ツ
公
（H

erzog M
oritz von S

achsenzeitz

）
の
下
で

カ
ン
ツ
ラ
ー
お
よ
び
宗
務
庁
長
官
（C

anzler u. C
onsistorialpräsident

）
の
職
を
受
諾
し
た
。
一
六
六
九
年
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
ヨ
ハ
ン
・

ゲ
オ
ル
ク
二
世
（C

hurfürst von S
achsen Johann G

eorg II.

）
が
彼
に
枢
密
参
議
官
と
い
う
顕
職
を
か
な
り
の
俸
給
で
与
え
た
。
そ
し
て

ま
さ
に
名
誉
あ
る
こ
の
職
を
ア
イ
ゼ
ナ
ハ
公
（H

erzog von E
isenach

）
が
彼
に
授
け
た
。
そ
の
直
後
、
ザ
ク
セ
ン
・
ゴ
ー
タ
の
エ
ル
ン
ス

ト
公
が
亡
く
な
っ
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
所
領
も
持
っ
て
い
た
ゴ
ー
タ
に
対
す
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
功
績
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
公
の
後

継
者
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（F

riedrich
）
が
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
領
邦
金
庫
長
官
（L

andschaftsdirector

）
に
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
で
思
い

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
数
年
後
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
の
収
税
長
官
（D

irector der H
erzogl. S

teuernahm
e im

 A
ltenburgischen

）

に
も
な
っ
た
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の
職
の
要
求
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ザ
ク
セ
ン
・
ツ
ァ
イ
ツ
公
に
奉
公
を
解
い
て
く
れ
る

よ
う
求
め
た
が
、
だ
め
で
あ
っ
た
。〔
な
ぜ
な
ら
〕
そ
れ
は
、
公
の
一
六
八
一
年
の
逝
去
ま
で
承
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
や
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
ア
ル
テ
ン
ブ
ル
ク
に
ほ
ど
近
い
、
自
分
の
愛
す
べ
き
所
領
モ
イ
ゼ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
（M

euselw
itz

）
に
赴
い

た
。
そ
し
て
そ
の
地
に
居
城
を
建
設
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
分
の
余
生
を
、
礼
拝
に
静
か
に
捧
げ
、
学
問
へ
の
愛
情
で
過
ご
す
こ
と
を

考
え
た
。
有
名
な
英
雄
に
し
て
政
治
家
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
伯
（G

raf F
riedrich H

einrich 

von S
eckendorf

）
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
弟
の
子
息
で
あ
る
こ
と
を
今
、
説
明
し
て
お
こ
う
。
後
に
プ
ロ
イ
セ
ン
の
王
冠
を
被
る
こ
と

に
な
っ
た
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
侯
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
三
世
（C

hurfürst von B
randenburg, F

riedrich der III.

）
が
、
自
分
の
創
設

し
た
ハ
レ
大
学
の
カ
ン
ツ
ラ
ー
に
、
枢
密
参
議
官
と
い
う
名
誉
あ
る
職
と
い
っ
し
ょ
に
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
招
聘
し
た
時
、
彼
は
モ
イ
ゼ

六
〇
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ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
す
で
に
多
年
を
過
ご
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
種
類
の
提
案
と
、
彼
が
構
想
し
て
い
た
計
画
は
、
騒
々
し
い
宮
廷
業
務
よ
り

も
、
ず
っ
と
簡
単
に
調
和
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
そ
の
職
を
受
諾
し
て
、
一
六
九
二
年
、
ハ
レ
へ
赴
い
た
。
ハ
レ
で
は
、
す
ぐ
に
特

別
の
審
理
が
依
頼
さ
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
敬
虔
派
の
訴
訟
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
教
会
は
そ
の
当
時
、
猛
烈
な
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
一

部
の
我
が
教
員
た
ち
に
は
、
次
の
こ
と
を
信
じ
る
理
由
が
あ
っ
た
。
教
会
は
、
崩
壊
し
て
い
た
敬
神
の
念
に
関
す
る
現
実
的
改
良
、
ま
た
、

と
て
も
た
め
に
な
る
と
は
思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
説
教
〔
術
〕
の
改
良
、
そ
し
て
、
将
来
の
神
学
者
に
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
て
い
な
い
大
学

に
お
け
る
教
育
方
法
の
改
良
、
を
必
要
と
し
て
い
る
、
と
。
彼
ら
は
、
こ
れ
ら
の
改
善
を
、
新
し
い
そ
し
て
強
力
な
施
設
に
よ
っ
て
、
し

か
も
教
育
方
法
そ
れ
自
体
の
い
く
つ
か
の
変
更
を
通
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
は
、
私
た
ち
の
教
会
の
通
常
の
構
造

や
、
信
仰
を
覆
す
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
疑
念
が
、
あ
ま
り
に
早
く
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
の
中
に
、
ハ
レ
大
学
の
第
一
級

の
教
員
た
ち
が
い
た
。
ハ
レ
の
聖
職
者
た
ち
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
様
々
な
誤
り
に
関
し
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
を
新
し
い
カ
ン
ツ
ラ
ー
〔
＝
ゼ
ッ

ケ
ン
ド
ル
フ
〕
に
告
訴
し
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
他
の
幾
人
か
の
有
名
な
人
た
ち
と
並
ん
で
、
宮
廷
の
命
令
で
、
こ
の
告
発
を
審
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
洞
察
、
中
立
性
、
そ
れ
ら
が
結
び
つ
い
た
愛
情
に
満
ち
た
説
諭
は
、
直
後
に
、
両
派
の
見
事
な
和
解

を
も
た
ら
し
た
。
聖
職
者
た
ち
は
訴
え
を
取
り
下
げ
て
、
そ
し
て
彼
ら
は
、
共
同
で
教
義
の
浄
化
そ
し
て
教
会
の
平
安
に
努
力
す
る
こ
と

を
約
束
し
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
だ
け
は
、
こ
の
争
い
の
調
停
で
覚
え
た
強
烈
な
喜
び
を
長
く
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
彼
は
、

言
及
さ
れ
た
調
停
が
説
教
壇
か
ら
読
み
上
げ
ら
れ
た
ま
さ
に
そ
の
日
、
一
六
九
二
年
一
二
月
一
八
日
に
亡
く
な
っ
た
。
そ
し
て
モ
イ
ゼ
ル

ヴ
ィ
ッ
ツ
に
埋
葬
さ
れ
た
。
彼
が
二
度
の
婚
姻
で
も
う
け
た
子
供
の
う
ち
、
命
永
ら
え
た
の
は
息
子
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
三
年
後
、
同
じ

く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
た
ち
は
、
こ
の
ド
イ
ツ
人
貴
族
が
経
歴
以
上
に
手
に
入
れ
た
、
そ
し
て
輝
か
し
い
歩
み
に
よ
っ
て
獲
得
し
続
け
た
、
偉
大
で
数
え
き

六
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れ
な
い
功
績
を
見
誤
る
こ
と
は
な
い
と
思
う
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け
一
層
確
信
し
て
、
私
た
ち
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ

の
名
前
を
、
輩
出
さ
れ
て
き
た
優
秀
者
の
最
上
位
に
置
く
の
で
あ
る
。
彼
が
国
家
、
宗
教
と
教
会
、
学
問
、
そ
し
て
人
間
社
会
に
対
し
て

と
り
わ
け
同
じ
よ
う
に
成
功
裡
に
貢
献
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
に
は
、
宗
教
に
対
す
る
大
き
な
そ
し
て
啓
発
的
な
熱
意
が
満
ち
満

ち
て
い
た
。
彼
の
身
分
で
真
の
敬
虔
心
に
忠
実
で
あ
っ
た
者
は
少
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
以
上
に
敬
虔
心
を
広
げ
る
こ
と
に
寄
与
し
た
者

は
少
な
か
っ
た
。
彼
の
人
生
、
彼
の
著
作
物
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
徳
目
が
、
深
く
印
象
付
け
ら
れ
た
筆
致
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。〔
そ

れ
は
〕
特
に
、
著
し
い
実
直
さ
、
真
実
・
正
義
へ
の
愛
情
、
無
私
の
ふ
る
ま
い
、
自
分
の
援
護
・
援
助
が
必
要
な
人
た
ち
に
奉
仕
し
よ
う

と
す
る
並
外
れ
た
気
概
、
な
か
ん
ず
く
、
彼
が
自
分
の
意
図
に
反
し
て
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（V

alent. A
lberti

）
に
よ
っ
て
巻
き
込
ま
れ
て
し

ま
っ
た
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（P

uff endorf

）
と
の
衝
突
で
証
明
さ
れ
た
謙
虚
さ
と
温
和
さ
、
誰
彼
に
対
す
る
愛
情
に
満
ち
た
態
度
、
そ
し

て
称
賛
に
値
す
る
勤
勉
さ
に
あ
る
。
彼
は
、
人
間
に
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
身
分
に
流
行
っ
て
い
る
非
行
に
と
て
も
通
じ
て
い
た
の
で
、
彼

が
持
っ
て
い
た
、
人
間
の
気
持
ち
を
つ
か
む
特
別
の
才
能
を
、
ひ
と
は
褒
め
そ
や
す
の
で
あ
る
。
彼
の
国
政
管
理
は
今
で
も
、
模
範
と
し

て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
自
分
の
主
君
の
名
誉
に
な
る
よ
う
外
交
を
行
っ
た
。
そ
し
て
内
政
に
つ
い
て
彼
は
主
君
の
利
益
と
領
邦
の

最
善
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
場
合
、
彼
へ
の
請
願
の
数
、
職
務
の
数
〔
の
多
さ
〕
は
、
世
間
一
般
か

ら
の
信
頼
を
如
実
に
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
い
名
声
の
賜
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
彼
の
知
性
、
正
直
さ
、
す
べ
て
の
も
の
に

及
ぶ
手
際
の
良
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

大
き
な
評
判
を
博
し
た
、
そ
し
て
仕
事
に
取
り
囲
ま
れ
た
一
人
の
人
間
が
、
学
問
を
力
強
く
庇
護
す
る
こ
と
で
満
足
し
た
な
ら
、
こ
の

こ
と
は
、
並
外
れ
て
彼
の
名
声
を
上
げ
る
こ
と
に
役
立
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
学
問
に
好
意
を
示
す
こ
と
で
そ
の
学
識
も
正
当
な
も
の

に
な
る
。
学
問
に
好
意
を
示
す
こ
と
は
、
権
力
と
慈
悲
と
を
そ
の
最
善
と
な
る
よ
う
行
使
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
も
し
そ
れ
が
、
所
有
者
が
主
張
す
る
の
に
弱
い
立
場
に
あ
る
権
利
を
、
そ
の
全
注
目
を
受
け
る
大
き
な
心
配
を
他
に
も
し
な
が

ら
、
絶
妙
な
や
り
方
で
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
賛
美
さ
れ
褒
め
称
え
ら
れ
る
の
に
相
応
し
い
。
学
問
に
尽
く
さ
れ
る
善
行

以
上
に
、
確
実
で
持
続
的
に
感
謝
さ
れ
る
善
行
は
決
し
て
な
い
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
だ
け
が
、
偉
大
な
学
芸
支
援
者
の
一
人
で
あ
っ
た
だ

け
で
は
な
く
、
当
時
の
最
も
博
識
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
先
ず
第
一
に
、
政
治
家
を
養
成
す
る
こ
と
に
な
る
次
の
知
識
を
完

璧
に
持
っ
て
い
た
。
全
範
囲
に
及
ぶ
法
知
識
、
政
治
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
帝
国
の
国
制
、
し
か
も
と
く
に
、
歴
史
、

す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
身
分
の
人
間
に
対
し
て
才
智
を
素
敵
に
教
え
て
く
れ
る
先
生
、
で
あ
る
。
彼
は
、
学
術
語
そ
し
て
大
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
言
語
を
修
得
し
た
。
古
代
の
著
述
家
た
ち
も
最
近
の
著
述
家
も
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
は
お
な
じ
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
さ
ら

に
彼
は
、
ド
イ
ツ
語
と
ラ
テ
ン
語
で
詩
作
し
た
。
ラ
テ
ン
語
の
詩
作
は
と
て
も
見
事
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
ド
イ
ツ
語
の
詩
作
は
当
時
、

手
本
が
と
て
も
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
の
神
学
に
関
す
る
学
識
以
上
に
彼
の
名
声
を
高
め
た
も
の
は
、
何
も
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
ひ
と
は
、
厳
密
な
事
実
と
し
て
、
そ
れ
が
神
学
者
と
い
う
人
間
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
聖
書
の
原
文
に
熟
達
し
て
い
た
。
彼
は
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
教
義
の
性
質
、
重
要
性
、

関
連
性
を
、
た
ゆ
ま
ず
熱
心
に
調
査
し
た
。
彼
に
と
っ
て
、
教
会
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
歴
史
で
何
ら
未
知
・
不
明
の
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
彼
は
、
神
学
上
の
争
い
を
正
し
く
か
つ
慎
重
に
判
定
し
た
。
彼
に
は
、
敬
神
の
念
が
衰
退
す
る
原
因
ま
で
、
ま
た
、
教
会
に
忍
び

寄
る
誤
り
ま
で
深
く
見
え
て
い
た
。
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
考
察
に
お
い
て
、
洞
察
力
・
熱
心
さ
と
、
節
制
お
よ
び
、
熱
狂
さ
か
ら
自
由
な

心
情
と
を
結
合
で
き
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
多
く
の
神
学
者
よ
り
も
彼
は
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
分
あ
る
人
た
ち
が
、
そ
し
て
そ
も

そ
も
教
会
に
献
身
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
学
者
た
ち
が
、
宗
教
事
項
に
つ
い
て
満
足
の
い
く
ほ
ん
の
一
部
の
学
識
で
す
ら
獲
得
し
よ
う
と

し
た
な
ら
、
い
ず
れ
不
信
神
が
頭
を
も
た
げ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
宗
教
の
名
誉
は
、
そ
の
使
命
を
持
っ
て

六
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い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
人
び
と
に
よ
っ
て
一
層
、
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
尊
敬
に
値
す
る
人
物
の
著
作
は
、
後
世
に
あ
っ
て
、
私
た
ち
の
賛
辞
以
上
に
価
値
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
私
た
ち
は
今
や
そ
れ
ら

の
情
報
を
提
供
し
よ
う
。

1
．『
ル
タ
ー
主
義
の
歴
史
的
・
弁
護
的
注
解
』（C

oom
en

tariu
s h

istoricu
s et apologeticu

s d
e L

u
th

eran
ism

o, sive d
e reform

ation
e 

religion
is, d

u
ctu

 D
. M

art. L
u

th
eri, in

 m
agn

a G
erm

an
iae parte aliisqu

e region
ibu

s, et speciatim
 in

 S
axon

ia recepta et stabilita, 

etc.

）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
刊
。
一
六
八
八
年
の
初
版
、
四
つ
折
り
版
以
後
、
一
六
九
二
年
・
一
六
九
四
年
、
二
つ
折

り
版
。
そ
れ
以
後
の
版
は
、
お
い
お
い
公
刊
さ
れ
た
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
本
書
を
ド
イ
ツ
語
で
も
出
版
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、

彼
の
死
去
に
よ
っ
て
そ
れ
は
妨
げ
ら
れ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
ウ
ル
ム
の
牧
師
エ
リ
ア
ス
・
フ
リ
ッ
ク
（E

lias F
rick

）
が
、
新
し
い
注

釈
を
付
け
た
う
ま
い
抜
粋
を
次
の
表
題
で
印
刷
さ
せ
た
。『
詳
史
・
ル
タ
ー
主
義
と
宗
教
改
革
』（A

u
sfü

h
rlich

e H
istorie d

es 

L
u

th
erth

u
m

s u
n

d
 d

er R
eform

ation

）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
七
一
四
年
、
四
つ
折
り
版
。
フ
リ
ッ
ク
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
が
、

一
七
二
八
年
デ
ル
フ
ト
に
お
い
て
、
銅
版
画
付
き
二
つ
折
り
版
三
巻
本
で
公
刊
さ
れ
た
。
本
書
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
敬
虔
公
の
要
請
に

よ
っ
て
わ
ず
か
な
〔
公
刊
〕
機
会
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
極
め
て
貴
重
な
本
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
は
、

一
六
世
紀
の
偉
大
な
教
会
改
良
を
記
述
し
た
そ
の
種
の
本
す
べ
て
の
頂
点
に
位
置
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
。
彼
は
本
書
を
、

イ
エ
ズ
ス
会
士
ル
イ
・
メ
ー
ン
ブ
ー
ル
（L

ouis M
aim

bourg

）
が
一
六
八
〇
年
パ
リ
で
、
十
二
折
り
版
で
公
刊
し
た
『
ル
タ
ー
主
義

史
』（H

istoire d
u

 L
u

th
eran

ism
e

）
に
実
際
に
対
抗
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
〔
メ
ー
ン
ブ
ー
ル
〕
が
心
得
て
い
た
見
せ
か
け

上
の
誠
実
さ
や
抑
制
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
た
文
体
の
安
直
さ
、
無
数
の
虚
偽
・
中
傷
が
あ
っ
て
も
、
称
賛
が
得
ら

六
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又
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れ
て
い
た
『
ル
タ
ー
主
義
史
』
に
対
し
て
で
あ
る
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
『
ル
タ
ー
主
義
史
』
に
対
抗
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
・
侯

爵
公
文
書
館
、
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
公
爵
図
書
館
か
ら
彼
に
伝
え
ら
れ
た
史
料
の
数
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
一
層
明

ら
か
な
勝
利
で
真
実
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
ひ
と
は
、
そ
れ
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
著
作
に
よ
る
弁

明
・
反
論
の
意
図
を
常
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ー
ン
ブ
ー
ル
の
無
秩
序
は
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
秩
序
と
な
っ
た
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
宗
教
改
革
史
の
実
際
の
状
況
を
と
て
も
正
確
に
調
査
す
る
こ
と
で
、
ま
た
最
良
の
原
典
か
ら
多
く
の
有
用
な
抜

粋
を
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
が
さ
ら
け
だ
し
て
し
ま
う
だ
け
の
冗
漫
さ
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
だ
が
、
本
当
に
く
だ
ら
な

い
著
述
家
は
非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
は
、
学
識
者
に
よ
る
新
し
い
か
つ
入
念
な
努
力
に
相
応
し
い
著
作
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
れ
は
一
つ
の
新
し
い
刊
行
物
で
あ
り
、
宗
教
和
議
ま
で
〔
考
察
が
〕
続
き
、
言
及
さ
れ
た
歴
史
の
豊
富
な
史
料
で
充
実
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
没
後
に
公
刊
さ
れ
、
別
の
や
り
方
で
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
本
書
が
こ

う
し
た
補
遺
に
よ
っ
て
も
の
す
ご
い
意
義
を
獲
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
書
の
、
反
駁
部
分
を
顧
慮
し
た
改
訂
・
短
縮
は
、
私
た
ち
が

信
じ
る
よ
う
に
、
無
用
な
提
案
と
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
が
冗
長
な
単
な
る
提
案
に
な
り
得
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
で

あ
る
。

2
．『
ド
イ
ツ
君
主
国
』（D

eu
tsch

er F
ü

rsten
-S

taat

）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
一
六
六
四
年
、
四
つ
折
り
版
。
本
書
は
、
彼
に
よ
る
増
補

版
で
あ
る
。
そ
し
て
ビ
ー
ヒ
リ
ン
ク
（A

ndr. S
im

son B
iechling

）
の
補
遺
が
付
け
ら
れ
た
イ
エ
ナ
、
一
七
二
〇
年
、
八
つ
折
り
版
。

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、
本
書
の
中
で
ド
イ
ツ
領
域
の
国
制
を
研
究
し
、
君
主
の
権
限
を
論
議
し
、
そ
し
て
君
主
た
ち
と
同
様
に
臣
民
を

教
育
し
、
賢
明
な
る
行
動
規
則
を
教
育
す
る
。
か
つ
て
ひ
と
は
、
大
学
の
講
義
に
本
書
を
使
用
し
て
い
た
。

3
．『
エ
ア
フ
ル
ト
市
に
お
け
る
擁
護
の
正
義
』（Ju

stitia protection
is in

 civitate E
rfu

rten
si, etc.

）、
一
六
六
三
年
、
四
つ
折
り
版
。

六
五
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同
様
に
『
ザ
ク
セ
ン
に
よ
る
、
エ
ア
フ
ル
ト
市
へ
の
公
正
な
擁
護
の
再
度
の
そ
し
て
必
要
な
弁
明
』（R

epetita et n
ecessaria d

efen
sio 

iu
stae protection

is S
axon

icae in
 civitate E

rfu
rten

si, etc.

）、
一
六
六
四
年
。
エ
ア
フ
ル
ト
市
に
対
す
る
ザ
ク
セ
ン
選
帝
侯
国
の
権
限

を
徹
底
的
に
擁
護
す
る
前
著
を
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
友
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ベ
ー
ク
ラ
ー
（B

oecler

）
は
か
な
り
強
烈

に
攻
撃
し
た
。

4
．『
ル
タ
ー
博
士
の
ミ
サ
学
説
擁
護
の
た
め
の
歴
史
的
・
弁
明
的
議
論
』（D

issertatio h
istorica et apologetica pro d

octrin
a L

u
th

eri 

d
e M

issa

）、
サ
ギ
タ
リ
ウ
ス
編
（C

asp. S
agittarius

）、
イ
エ
ナ
、
一
六
八
六
年
、
四
つ
折
り
版
。
本
論
は
、
コ
ル
デ
モ
ア
の
『
悪
魔

と
ル
タ
ー
の
会
談
物
語
』（C

ord
em

oi R
ecit d

e la con
féren

ce d
u

 d
iable avec L

u
th

er （
1
）

）
に
対
抗
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

5
．『
敬
虔
主
義
の
肖
像
と
呼
ば
れ
る
、
新
し
く
ラ
テ
ン
語
と
ド
イ
ツ
語
で
流
布
さ
れ
た
文
書
、
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
の
序
文
付
き
、
に
対
す

る
報
告
と
回
想
』（B

erich
t u

n
d

 E
rin

n
eru

n
g au

f ein
e n

eu
lich

 im
 D

ru
ck latein

isch
 u

n
d

 d
eu

tsch
 au

sgestreu
te S

ch
rift, Im

ago 

P
ietism

i gen
an

n
t, m

it ein
er V

orred
e P. J. S

pen
ers

）、
ハ
レ
、
一
六
九
二
年
、
一
七
一
三
年
、
四
つ
折
り
版
。〔
こ
れ
は
、〕
私
た
ち

が
上
述
の
、
神
学
論
争
へ
の
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
判
定
を
褒
め
称
え
て
き
た
一
つ
の
例
証
で
あ
る
。

6
．『
ラ
テ
ン
語
講
義
』（S

ch
ola latin

itatis ad
 copiam

 verboru
m

 et n
otitiam

 reru
m

 com
paran

d
am

, etc

）、
ゴ
ー
タ
、
一
六
六
二
年
、

八
つ
折
り
版
。
彼
は
こ
の
教
科
書
を
、
ゴ
ー
タ
公
の
命
令
で
、
他
の
数
人
の
学
者
と
並
ん
で
制
作
し
た
。
と
て
も
喜
ん
で
公
は
、
そ
れ

が
結
ぶ
こ
と
が
で
き
た
偉
大
な
果
実
を
理
解
し
な
が
ら
、
小
論
に
ま
と
め
て
下
さ
っ
た
。

7
．『
キ
リ
ス
ト
教
徒
国
。
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
、
そ
し
て
無
神
論
者
お
よ
び
そ
の
他
の
人
々
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
防
衛
、
並
び

に
キ
リ
ス
ト
教
の
目
的
に
照
ら
し
て
俗
界
・
聖
界
身
分
の
改
良
が
取
り
扱
わ
れ
る
。』（C

h
risten

staat

）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
六
八
四

年
﹇sic

﹈、
一
六
八
五
年
、
一
六
八
六
年
、
一
七
〇
六
年
、
一
七
三
七
年
、
八
つ
折
り
版
。
ザ
ク
セ
ン
・
ツ
ァ
イ
ツ
公
の
た
め
に
生
み

六
六



フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ　

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公
枢
密
参
議
官　

ハ
レ
大
学
初
代
カ
ン
ツ
ラ
ー　

一
六
九
二
年
没
（
川
又
）

（
三
七
九
）

出
さ
れ
た
本
書
は
、
一
部
は
、
無
神
論
者
や
自
然
論
者
に
対
す
る
宗
教
の
真
理
の
証
明
、
一
部
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
あ
ら
ゆ
る
身
分

に
お
け
る
誤
り
を
い
か
に
除
去
す
べ
き
か
の
方
法
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
素
晴
ら
し
い
著
述
家
か
ら
多
く
の
も
の
が
集
め
ら
れ
て

い
る
。

8
．『
キ
リ
ス
ト
教
会
史
概
論
』（C

om
pen

d
iu

m
 H

ist. E
cclesiast. d

ecreto S
eren

. E
rn

esti, S
axon

. D
u

cis, in
 u

su
m

 G
ym

sas. G
oth

an
i, 

ex S
.S

. litteris, et optim
is au

ctoribu
s com

positu
m

）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ゴ
ー
タ
、
一
六
六
六
年
、
八
つ
折
り
版
、
そ
し
て
何
度
も

〔
重
ね
ら
れ
た
〕
版
。
こ
の
教
会
史
の
有
名
な
教
科
書
に
し
て
、
現
在
も
読
む
に
値
す
る
前
世
紀
か
ら
の
唯
一
の
教
科
書
で
、
ゼ
ッ
ケ

ン
ド
ル
フ
は
、
旧
約
聖
書
の
歴
史
だ
け
し
か
書
い
て
い
な
い
。
そ
れ
以
上
進
む
た
め
の
時
間
が
彼
に
は
な
か
っ
た
。

9
．『
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
公
法
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
国
民
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
記
述
』（Ju

s pu
blicu

m
 R

om
an

o-

G
erm

anicum
, das ist, B

eschreibun
g d

es heil. R
öm

. R
eichs d

eutscher N
ation

, etc

）、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
六
八
七

年
、
八
つ
折
り
版
。
彼
は
、
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
た
公
の
皇
子
の
た
め
に
本
書
を
書
い
た
。

10
．『
キ
リ
ス
ト
教
学
説
・
実
践
の
明
白
な
る
要
点
』（C

apita d
octrin

ae et praxis ch
ristian

ae in
sign

ia, ex 59. illu
stribu

s N
. T

est. 

d
ictis d

ed
u

cta, et evan
geliis d

om
in

icalibu
s,in

 con
cion

ibu
s a. 1677. F

ran
cof. ad

 M
oen

. h
abitis, applicata a P.I.S

pen
ero

）、

一
六
八
九
年
、
八
つ
折
り
版
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、『
活
動
的
な
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
必
要
性
と
可
能
性
』（D

es th
ätigen

 

C
h

risten
th

u
m

s N
otw

en
d

igkeit u
n

d
 M

öglich
keit （

2
）

）
と
い
う
表
題
で
刊
行
さ
れ
た
〔
シ
ュ
ペ
ー
ナ
ー
の
〕
説
法
集
を
、
一
部
は
、
キ

リ
ス
ト
教
の
教
化
の
た
め
に
、
一
部
は
、
ド
イ
ツ
語
に
精
通
し
て
い
な
い
人
た
ち
の
た
め
に
翻
訳
し
た
。
か
く
し
て
、
当
代
に
お
い
て

は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
と
似
た
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
他
の
偉
大
な
政
治
家
で
、
学
者
た
ち
の
仲
間
マ
ン
ト
イ
フ
ェ
ル
伯
（G

raf von 

M
anteufel

）
が
、
ラ
イ
ン
ベ
ッ
ク
氏
（R

einbeck

）
と
イ
エ
ル
サ
レ
ム
氏
（Jerusalem

）
の
説
法
集
を
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
た

（
3
）

。

六
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11
．『
ド
イ
ツ
語
講
演
集
』（D

eu
tsch

e R
ed

en
, an

 d
er Z

ah
l vier u

n
d

 vierzig, sam
m

t ein
er au

sfü
h

rlich
en

 V
orred

e von
 d

er A
rt u

n
d

 

n
u

tzbarkeit solch
er R

ed
en

）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
六
八
六
年
、
八
つ
折
り
版
。
ひ
と
は
本
書
の
中
に
、
雄
弁
以
上
に
真
の
国
政
上
の

識
見
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
そ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
、
当
時
の
ダ
ゲ
ッ
ソ
ー
（D

’A
guesseau （

4
）

）
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て

い
る
。

12
．『
ル
カ
ヌ
ス
の
教
訓
格
言
精
選
三
〇
〇
に
関
す
る
政
治
・
道
徳
論
集
、
お
よ
び
フ
ァ
ル
サ
リ
ア
と
呼
ば
れ
る
ル
カ
ヌ
ス
の
英
雄
叙
事

詩
』（P

olitisch
e u

n
d

 m
oralisch

e D
iscou

rse ü
ber M

. A
n

n
aei L

u
can

i d
reyh

u
n

d
ert au

serlesen
e leh

rreich
e S

prü
ch

e, u
n

d
 d

essen
 

h
eroisch

e G
ed

ich
te, gen

an
n

t P
h

arsalia etc

）
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
六
九
五
年
、
八
つ
折
り
版
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
本
書
で
、
彼
の

愛
す
る
、
そ
し
て
実
際
に
愛
す
べ
き
詩
人
を
、
旅
行
中
、
心
を
鼓
舞
す
る
た
め
に
取
り
上
げ
た
。
無
韻
詩
で
書
か
れ
た
訳
文
は
、
訳
文

に
欠
け
て
い
る
言
葉
の
美
し
さ
を
、
そ
の
正
確
さ
と
簡
潔
さ
と
で
あ
が
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
優
れ
て
い
る
考
察
は
、
そ
の
価
値
を

ず
っ
と
保
っ
て
い
る
。
こ
の
訳
文
を
基
礎
に
し
て
新
し
い
翻
訳
を
作
り
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
そ
の
翻
訳
を
、
し
ば
し
ば
過

度
の
称
賛
を
受
け
て
い
る
ブ
レ
ブ
ー
フ
（de B

rebeuf

）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳

（
5
）

に
対
抗
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

13
．
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
最
初
の
、
そ
し
て
最
重
要
な
寄
稿
者
の
一
人
で
あ
っ
た
『
ア
ク
タ
・
エ
ル
デ
ィ
ト
ル
ム
』（A

cta E
ru

d
it.

）
に
、

一
六
八
三
年
か
ら
一
六
九
二
年
ま
で
に
掲
載
さ
れ
た
、
多
く
の
文
献
情
報
。
彼
は
、
他
の
仕
事
か
ら
休
養
す
る
た
め
に
、
本
誌
に
従
事

し
た
。
こ
れ
ら
書
評
の
全
目
録
は
、
す
ぐ
〔
下
〕
に
挙
げ
ら
れ
る
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
本
に
見
つ
か
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
、
す
な

わ
ち
、
一
六
八
六
年
の
ブ
リ
ニ
ョ
ン
（B

ourignon

）
の
著
作
に
下
さ
れ
た
評
判
の
よ
く
な
か
っ
た
判
断
を
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
は
、

一
六
八
六
年
、
四
つ
折
り
版
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
印
刷
さ
れ
た
『
ブ
リ
ニ
ョ
ン
論
の
弁
護
』（D

efen
sio relation

is d
e A

n
ton

ia 

B
u

rign
on

ia, etc （
6
）

）
で
、
自
分
た
ち
の
友
人
ポ
ア
レ
（P

oiret

）
に
対
し
て
弁
護
し
た
。

六
八



フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ　

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公
枢
密
参
議
官　

ハ
レ
大
学
初
代
カ
ン
ツ
ラ
ー　

一
六
九
二
年
没
（
川
又
）

（
三
八
一
）

参
照シ

ュ
レ
ー
バ
ー
（D

an. G
odofr. S

chreber

）『
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
生
涯
と
業
績
の
歴
史
』（H

istoria vitae ac m
eritoru

m
 V

. L
. a 

S
ecken

d
orf

）、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
一
七
三
三
年
、
四
つ
折
り
版
。

ニ
ケ
ロ
ン
（N

iceron

）、『
諸
情
報
』（N

ach
rich

ten

）、
第
一
七
部
、
三
〇
〇
頁
以
下
。
そ
こ
に
あ
る
伝
記
は
、
宗
務
庁
参
議
官
ラ
ム
バ

ハ
（R

am
bach

）
の
先
行
す
る
記
述
を
、
大
部
分
利
用
し
て
い
る

（
7
）

。

ト
マ
ジ
ウ
ス
（C

hrist. T
hom

asius

）「
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
氏
へ
の
弔
辞
」（T

rauerrede auf den H
rn. von S

.

）。
こ
れ
は
、
ト
マ
ジ
ウ
ス

の
『
ド
イ
ツ
語
小
論
集
』（K

lein
e T

eu
tsch

e S
ch

riften

）、
四
九
八
頁
以
下
﹇sic

﹈
に
あ
る

（
8
）

。

訳
者
あ
と
が
き

こ
こ
に
訳
出
し
た
「
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ　

ザ
ク
セ
ン
選
帝
公
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
選
帝
公

枢
密
参
議
官　

ハ
レ
大
学
初
代
カ
ン
ツ
ラ
ー　

一
六
九
二
年
没
」
は
、

S
chröckh, Johann M

atthias.

（1765

）: V
eit L

udew
ig von S

eckendorf, C
hurfürstl. S

ächß. und C
hurf. B

rand. G
eheim

er 

R
ath, und erster C

anzler der U
niversität H

alle, gestorben im
 Jahr 1692, in: A

b
b

ild
u

n
g

en
 u

n
d

 

L
eben

sbesch
reibu

n
gen

 berü
h

m
ter G

eleh
rten. D

ritte S
am

m
lung, M

it w
elcher der E

rste B
and beschlossen w

ird, 

nebst 10 K
upfern, vom

 23sten bis zum
 32sten. L

eipzig, bey C
hristian G

ottlob H
ilschern, 1765. S

. 285-300.

で
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
訳
者
は
、
次
の
第
二
版
も
所
有
し
て
い
る
（A

bbildungen

＝
肖
像
画
が
削
除
さ
れ
た
表
題
に
変
更
）。

S
chröckh, Johann M

atthias.

（1790

）: V
eit L

udew
ig von S

eckendorf, kurfürstl. sächs. und kurfürstl. brand geheim
er 

六
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R
ath, und erster K

anzler der U
niversität H

alle, gestorben im
 Jahr 1692, in: L

eben
sbesch

reibu
n

gen
 berü

h
m

ter 

G
eleh

rten. N
eue um

gearbeitete A
usgabe. E

rster u. zw
eiter T

heil. L
eipzig, bey E

ngelhart B
eniam

in S
chw

ickert, 

1790. S
S
.269-280.

ヨ
ハ
ン
・
マ
テ
ィ
ア
ス
・
シ
ュ
レ
ッ
ク
（Johann M

atthias S
chröckh, 1733-1808

）
は
歴
史
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
彼
が
著
し
た

『
有
名
学
識
者
の
肖
像
と
伝
記
』（A

bbild
u

n
gen

 u
n

d
 L

eben
sbesch

reibu
n

gen
 berü

h
m

ter G
eleh

rten

）
の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
（V

eit L
udw

ig von S
eckendorff , 1626-1692

）
で
あ
る
（
通
例
は
、
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
で
は
な
く
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

〔L
udw

ig

〕、S
eckendorf

で
は
な
くS

eckendorff 

と
表
記
さ
れ
る
）。
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿

で
紹
介
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い

（
9
）

。

こ
こ
で
シ
ュ
レ
ッ
ク
の
「
フ
ァ
イ
ト
・
ル
ー
デ
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
」
を
取
り
上
げ
る
の
は
以
下
の
理
由
か
ら
で
あ

る
。
第
一
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
没
し
て
後
、
彼
が
当
時
の
、
あ
る
い
は
彼
に
続
く
世
代
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
か
、
を

確
認
す
る
た
め
に
は
、
彼
に
関
す
る
評
伝
に
直
に
当
た
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
シ
ュ
レ
ッ
ク
は
、
私
た
ち
の
関
心
で
あ
る

カ
メ
ラ
リ
ズ
ム
、
カ
メ
ラ
リ
ス
ト
の
観
点
か
ら
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
分
析
に
お
け
る
ゼ
ッ

ケ
ン
ド
ル
フ
を
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
該
分
野
に
お
け
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
地
位
・
業
績
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
著
作
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
文
献
一
三
点
の
う
ち
そ
の
多
く
が
キ
リ
ス
ト
教
に

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
に
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
が
エ
ル
ン
ス
ト
公
宮
廷
で
の
職
務
を
辞
し
た
理
由
を
シ
ュ
レ
ッ
ク
は
仕
事
の
「
過
剰
さ
」
に
求
め
て
い
る

点
で
、
シ
ュ
レ
ッ
ク
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
辞
職
の
理
由
は
い
ま
だ
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
だ
が
、
エ
ル

七
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（
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又
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（
三
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三
）

ン
ス
ト
公
宮
廷
に
お
け
る
増
え
続
け
る
職
務
に
辞
任
の
理
由
を
シ
ュ
レ
ッ
ク
は
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
10
）

。

最
後
に
末
尾
の
図
は
、
シ
ュ
レ
ッ
ク
一
七
六
五
年
版
の
二
八
四
頁
と
二
八
五
頁
の
間
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
肖
像
版

画
で
あ
る
（
シ
ュ
レ
ッ
ク
第
二
版
で
は
肖
像
版
画
は
割
愛
さ
れ
て
い
る
）。D

igitaler P
ortraitsindex

（http://w
w
w
.portraitindex.de/db/apsisa.

dll/ete

）
の
記
述
に
よ
る
と
、
こ
の
肖
像
画
は
も
と
も
と
、L

eipziger S
am

m
lu

n
gen

 von
 W

irtsch
aftlich

en
-, P

olicey-, C
am

m
er-, 

u
n

d
 F

in
an

tz-S
ach

en
（hrsg.v. G

.H
. Z

incke

）. 7. B
d. 1751.

に
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
の
ら
し
く
（
訳
者
、
未
見
）、
作
者
は
、Johann 

C
hristoph S

ysang

（1703-1757

）
で
あ
る
。
こ
れ
が
そ
の
後
、
シ
ュ
レ
ッ
ク
に
転
載
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

訳
者
注

（
1
） 

本
書
は
、V

erzeichnis der D
rucke des 17. Jahrhunderts

（V
D
 17

）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
ル
タ
ー
博
士
の
ミ
サ
学
説
擁
護
の
た
め
の

歴
史
的
・
弁
明
的
議
論
』
の
表
題
頁
で
、R

ectatio colloquii L
utheri cum

 diabolo

と
し
て
ラ
テ
ン
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。L

ouis G
éraud 

de C
ordem

oy, R
écit d

e la con
féren

ce d
u

 d
iable avec L

u
th

er, fait par L
u

th
er m

êm
e d

an
s son

 livre d
e la m

esse privée et d
e 

l’on
ction

 d
es prestres.

次
の
二
つ
を
参
照
せ
よ
。

V
D
17 23:658581H

（http://gso.gbv.de/D
B
=1.28/S

E
T
=2/T

T
L
=4/S

H
W

?F
R
S
T
=2

）

V
D
17 39:123108V

（http://gso.gbv.de/D
B
=1.28/S

E
T
=2/T

T
L
=4/S

H
W

?F
R
S
T
=3

）

（
2
） V

D
17 

に
よ
る
と
、『
活
動
的
な
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の
必
要
性
と
可
能
性
』
は
一
六
八
〇
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。C

f. V
D
17 23:667223S

 

http://gso.gbv.de/D
B
=1.28/S

E
T
=3/T

T
L
=2/S

H
W

?F
R
S
T
=6

）

（
3
） 

フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（B

nF

）
の
蔵
書
に
、F

R
B
N
F
31192729

（http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31192729p/P
U
B
L
IC

）

が
あ
り
、
匿
名
で
マ
ン
ト
イ
フ
ェ
ル
が
訳
し
た
、
一
七
三
八
年
の
ラ
イ
ン
ベ
ッ
ク
（Johann G

ustav R
einbeck. 1683?-1741

）
の
説
教
集
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
二
号
（
二
〇
一
三
年
九
月
）

（
三
八
四
）

（
4
） H

enri F
rançois d’A

guesseau. 1668-1751.
（
5
） 

ブ
レ
ブ
ー
フ
（G

eorges de B
rébeuf. 1617-1661

）
に
よ
る
ル
カ
ヌ
ス
訳
が
、
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
（B

nF

）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） V

D
17 

で
は
、
一
六
八
七
年
版
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。V

D
17 12:142654B

（http://gso.gbv.de/D
B
=1.28/S

E
T
=10/T

T
L
=1/C

M
D
?M

A

T
C
F
IL

T
E
R
=N

&
M

A
T
C
S
E
T
=N

&
N
O
S
C
A
N
=N

&
IK

T
0=&

T
R
M

0=&
A
C
T
3=*&

IK
T
3=8183&

A
C
T
=S

R
C
H
A
&
IK

T
=1016&

S
R
T
=Y

O
P

&
A
D
I_B

IB
=&

T
R
M

=defensio+relationis+de+antonia&
R
E
C
=*&

T
R
M

3=

）

（
7
） N

iceron, Johan P
eter, N

ach
rich

ten
 von

 d
en

 B
egeben

h
eiten

 u
n

d
 S

ch
riften

 berü
m

ter G
eleh

rten
 m

it ein
igen

 Z
u

sätzen 

herausgegeben von F
riedrich E

berhard R
am

bach. 17. T
heil. H

alle, V
erlag und D

ruck C
hristoph P

eter F
ranckens, 1758. S

.300-

343.

本
書
に
は
、
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
の
肖
像
画
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、http://books.google.co.jp/books/about/N

achrichten_

von_den_B
egebenheiten_und_S

c.htm
l?id=x9dIA

A
A
A
cA

A
J&

redir_esc=y

で
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
8
） T

hom
asius, C

hristian: K
lag- und T

rauer-R
ede, w

elche, als, D
er entseelte C

örper D
es H

ochseeligen S
. T

. H
errn 

G
eheim

bden R
aths und C

anzlers von S
eckendorff , etc. V

on H
alle und M

euselw
itz am

 29 D
ecem

bris 1692. abgeführet w
urde. 

M
it betrübten G

em
üthe öff entlich gehalten C

hrisitan T
hom

as. JC
tus. C

hur-F
ürstl. B

randenburgischer R
ath P

rof. P
ubl. zu 

H
alle. in: K

lein
e T

eu
tsch

e S
ch

riften
. 1701. V

orw
ort von W

erner S
chneiders. P

ersonen- und S
achregister von M

artin P
ott. 

A
usgew

ählte W
erke. hrsg. W

erner S
chneiders. B

d., 22. O
lm

s V
erlag. N

achdruck der A
usgabe H

alle, 1994. S
.547-566.

（
9
） 

た
と
え
ば
、
ハ
ン
ス-

イ
エ
ル
ク
・
ル
ー
ゲ
、
川
又
祐
訳
、「
図
書
館
員
か
ら
枢
密
参
議
官
へ
」『
政
経
研
究
』
二
〇
一
二
年
、
四
九
（
二
）、

一
三
一
│
一
九
八
頁
。

（
10
） 

ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
辞
職
の
理
由
に
つ
い
て
、
ル
ー
ゲ
は
、
残
さ
れ
て
い
る
ゼ
ッ
ケ
ン
ド
ル
フ
関
連
文
書
に
当
た
っ
た
結
果
、「
正
確
な
動
機
に

つ
い
て
、
現
在
で
も
明
確
な
、
原
典
で
証
明
さ
れ
る
供
述
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ル
ー
ゲ
、
川
又
訳
、
一
五
八
頁
。

（
11
） 

S
ysan

g S
cu

lpsit

（
シ
サ
ン
グ
作
）
の
略
と
思
わ
れ
る
。
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図　ゼッケンドルフの肖像

オーベルンツェンとモイゼルヴィッツの
ファイト・ルーデヴィヒ・フォン・ゼッケンドルフ

ザクセン選帝公・ブランデンブルク選帝公枢密参議官
S.Sc.〔シサング作〕（11）
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